
お子さんと一緒に利用

時間 8:30～17:15

利用できる方 未就学のお子さんと保護者

キッズスペースを
ご利用ください！

※注意事項

必ず保護者の方が付き添い、お子さんから目を
離さないでください。
保護者の責任のもとで、みなさんが楽しく利用
できるようご協力をお願いします。

託児サービスを利用

時間

利用できる方

利用対象年齢

9:00～15:00

市役所で用事のある方

６か月から就学前まで

○対象の用事
庁舎内での手続き、相談、会議への出席

×対象外の用事
豊橋公園・美術博物館・公会堂、
庁舎内レストラン・カフェの利用、
その他対象の用事以外での庁舎利用

15:00までにお迎えをお願いします。
次に利用される方のため、手続きが終わり
次第お迎えをお願いします。
利用時間は最大3時間まで。



受付票に記入

本人確認

託児サービス利用カードの受け取り

お子さんのお預かり

お子さんのお迎え
本人確認

託児サービス利用カードの提出

お子さんの引き渡し

お子さんの検温をします。
体温が37.5℃以上の場合は利用できません。

運転免許証、マイナンバーカードなどで確認します。

用事のある課（複数の場合は、最後の課）の職員にサインを
もらってください。

運転免許証、マイナンバーカードなどで確認します。
お迎えは預けた方ご本人でお願いします。
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託児サービスのご利用の流れ

注意事項

豊橋市役所子育て支援課

・利用時間外はお子さんのお預かりはできません。

・食事（ミルク、飲物、おやつ含む）、投薬など医療的ケアは行いません。

・授乳、食事、おむつ交換を行ってから預けてください。

・おむつ交換は原則できません。

・手続きに２時間以上かかる見込みがある場合は、保育スタッフが水筒等を

お預かりし、お子さんの水分補給を行います。

・お子さんに37.5℃以上の熱がある場合や、病児・病後児など、健康上の懸念が

ある場合は利用できません。

・予定時間を大幅に過ぎてもお子さんのお迎えがない場合は、子育て支援課から

保護者の携帯電話に連絡させていただきます。また、お子さんの状況により、
お迎え前でも連絡させていただく場合があります。

・キッズスペースの混雑状況により、お預かりをお断りする場合があります。


